
第7回南風原町社会福祉大会表彰規程

　（表彰の目的）
第１条　この規程は、南風原町社会福祉事業に功労があり、また他の模範となる個人　　（故人を含む）及び団体に対し、表彰を行うとともにその功労をたたえ併せて社会福祉事業の進展に寄与することを目的とする。

　（功労、感謝対象の範囲）
第２条　次の各号の１に該当する個人又は団体に対し、この規程の定めるところにより、
　　これを表彰する。
　（１）特別功労者
　　　ア　社会福祉事業に従事し特に功労のあった者　
　　　イ　社会福祉事業に多額の金品を寄付しその振興に貢献した者
　　　ウ　社会福祉事業に対する奉仕活動が特に顕著な者
　（２）民生委員・児童委員永年勤続功労者
　　　ア　民生委員・児童委員として８年以上勤めた者
　（３）優良社会福祉地域団体
　　　ア　社会福祉に関する活動が優良で、他の模範とするに足る地域団体
　
　（被表彰者の推薦及び決定）
第３条　前２条に該当すると認められた者については、準備・表彰委員会の審査に基づいて
　　被表彰者を決定する。ただし、準備・表彰委員会の委員は大会長が委嘱する。
（１）推薦は自治会及び団体機関の長等がこれを行う。ただし、準備・表彰委員会から推薦することができる。
（２）過去において表彰を受けた者は、同一事項について再度表彰されない。ただし、特に顕著な功績があった者についてはその限りではない。

第４条　この規程に定めのない事項については、準備・表彰委員会で定める。

